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であります。以上であります。 

○議長（米木正二君）  37番。 

○37番（及川六郎君）  もちろん町長が今答弁されたとおりでよろしいかと思いますけれども、 

当初の利用計画等では一般利用と、今町長がおっしゃった健康増進ですか、それから福祉向

上。それからもう一つは、都市交流者との面で関連施設と連携して利用していくという点で、

やはり利用者数をふやすということも一つのあれですね。もちろん地元の町民のためのそうい

う施設であると同時に、外部の利用者の増もあわせて考えていかなければいけない。やっぱり

貴重な税金を投入しているわけですから、その辺の対応もきちっと考えなければいけないだろ

うということで質問したわけであります。以上です。 

○議長（米木正二君）  答弁は要りますか。（「答弁をひとつお願いします」の声あり）町長。 

○町長（星  明朗君）  まさにそのとおりでありまして、私もそういう趣旨で答弁を申し上げた 

つもりでありますが、及川議員、最初の計画のときの集客予定といいますか、予想の表、予測

を持っていらっしゃるわけでありますが、何人来てくれるかというのはやってみないとわから

ないわけでして、そのときも少し議論があったような気持ちがありますが、そんなには来ない

のではないかと当初から私も思っていました。それはこれからの努力次第ということもありま

すし、コテージがありまして、そういうところに泊まったお客さんは朝にお帰りの前にプレー

をしていくという、大変気持ちのいいロケーションのところにありますから、そういう意味で 

は少しその目標に近づけるような利用がなされるのではないかと。いろんな機会をとらえて                                                                                        

ＰＲをしてまいりますので、見守っていただいて、及川議員も今度は引退をされるやに聞いて 

おりますので、ぜひプレーをしていただくようにお願いしたいと思います。以上であります。 

○議長（米木正二君）  18番佐藤善一君。 

○18番（佐藤善一君）  第３条の指定管理者が行う業務の範囲という中で、⑴の「ふれあい公園 

の施設及び設備の維持及び管理」、この管理でありますけれども、その管理の基準となる休

日、利用時間、利用制限の要件等、こういったものは後に規程で定めようとしているのか。も

し、将来、指定管理者制度を導入するという視野に立った考えであるならば、この中に入れて

おくべきではないかと思うんでありますが、お考えのほどをお聞かせ願いたいと思います。 

○議長（米木正二君）  農林課長。 

○農林課長（早坂宏也君）  お答え申し上げます。 

 管理の第３条関係、指定管理者が行う業務の範囲という形の中で、その管理の内容を施設の

維持及び管理と。これは利用料金も含めて利用料金制度をとるという形で、管理者の裁量によ
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って利用料金を定めていくと。あと、維持管理を任せるという形の業務の範囲を規定している

ものでございます。料金については、町で定めると。条例の後ろにありますけれども 500円、

用具が 400円、１人１日という形で、その範囲内という形で使用料の基準を決めているもので

ございます。 

○議長（米木正二君）  18番。 

○18番（佐藤善一君）  指定管理者制度といいますと、この管理の基準、先ほど言いました休館 

日あるいは利用時間、利用制限の要件等、これは条例で定める事項として自治法でうたってい

るんじゃないかなと思うんです。 

○議長（米木正二君）  農林課長。 

○農林課長（早坂宏也君）  失礼いたしました。 

 休館日、それらにつきましては規則で定める予定でおります。一応今、予定としまして毎月

第１・第３月曜日を休館日として規定すると。なお、利用時間は午前９時から午後５時と。中 

新田のパークゴルフ場と一緒の予定です。それは、規則で定める予定で計画いたしております。 

○議長（米木正二君）  20番。 

○20番（福島久義君）  第４条ですけれども、「利用者からは、別表に掲げる範囲内において町 

長が定める使用料を徴収する」ということをうたわれているわけですけれども、この使用料に

ついてですけれども、ゴルフコース１人１日 500円、それから用具代含めて１人 400円という

ことですけれども、中新田のふれあいの森のゴルフ場については１人 400円になっているよう

です。それから、用具代については 300円だと思っているんですけれども、これはちょっと高

いような気がするんですけれども、その点いかがなものかお伺いします。 

○議長（米木正二君）  農林課長。 

○農林課長（早坂宏也君）  御指摘のとおりでございます。現在、中新田地域振興公社さんの方 

に設置条例、中新田のふれあいの森公園のパークゴルフ場条例、それにおきまして、この附則

と同じように規定されております。１日 500円。それは、条例の中で最初から管理委託を中新

田地域振興公社に行うと。その範囲内で設定してくださいということで、現在の運用は、お話

ありましたとおり、大人 400円、用具料 300円。 

  なお、薬莱地区の今回のパークゴルフ場も同じ、以内の範囲ということで、大人 400円、用

具貸し出しを 300円で実施する予定でございます。 

○議長（米木正二君）  20番。 

○20番（福島久義君）  すみませんでした。 
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○議長（米木正二君）  いいですか。 

  28番坂本せんさん。 

○28番（坂本せん君）  このパークゴルフ場については、皆さん大変関心を持っております。そ 

して、説明のとおり中新田地区の半コースとなりますと、使用料が恐らく半分じゃないかなと

いうのが皆さんの期待している金額でございます。 

 それで、ここの「特別の事情により必要と認めた場合」というのは、健康増進づくりで団体

で行った場合に割り引きをしてくれるのか。その「特別な事情」というのはどんな事情かお伺

いします。 

○議長（米木正二君）  農林課長。 

○農林課長（早坂宏也君）  まず、今、御質問の中で18ホール、中新田地区は36ホール、その辺 

のところで差があるんじゃないかと。料金をもっと安くという話が前段にあったと思いますけ 

れども、まず、使用料の関係でございますが、１人１日 500円という規定でございまして、                                                                                        

１ホール１回とかという規定でございませんので、要するに使いようによっては１日何回でも

回れるという形でございますので、そういう健康のために１日ゆっくり休んで利用していただ

くという形で、１日同料金という形で一応現在検討しています。 

 なお、中新田の、先ほどから御質問あったんですが、施設分が他にあって、施設連携利用と

いうのを当初から計画しております。先ほど及川議員さんからもお話ありましたとおり、一般

利用と施設連携利用、要するに薬師の湯なり土産に来たお客さん、それの５％とか、コテージ

のお客さんの２割程度を見込むとかという形で利用計画を積み上げています。実際に始まって

みないとそれはわからない面がございますけれども、施設連携利用ということを考えれば、施

設の利用効果、他の施設分の相乗効果を考えれば、今検討しているのは、パークゴルフ場利用

者に対する温泉とのセット券だけは最初から減免の中でセット券販売を考えていきたいと考え

ていますので、その辺のところで御了解いただきたいと思います。 

○議長（米木正二君）  そのほかございませんか。（「なし」の声あり）質疑なしと認めます。 

これにて質疑を終結いたします。 

 これより討論を行います。討論ございませんか。（「なし」の声あり）討論なしと認めま

す。これにて討論を終結いたします。 

 これより議案第２号加美町山村ふれあい公園条例の制定についての採決を行います。 

 お諮りいたします。本件は原案のとおり決することに御異議ございませんか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 
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○議長（米木正二君）  御異議なしと認めます。よって、議案第２号加美町山村ふれあい公園条 

例の制定については、原案のとおり可決することに決定いたしました。 

 

    日程第８  議案第３号  加美町浄化槽事業条例の制定について 

○議長（米木正二君）  日程第８、議案第３号加美町浄化槽事業条例の制定についてを議題とい 

たします。 

 本件について提案理由の説明を求めます。町長。 

○町長（星  明朗君）  議案第３号加美町浄化槽事業条例の制定について説明申し上げます。 

 本案件は、町が設置する合併処理浄化槽について適正な設置と維持管理を推進するため、第 

１章から第８章までの章建てとし、必要な費用負担等の条項や罰則を定めたものであります。 

  その主なものとしては、第１章では合併処理浄化槽の定義として、本条例の適用は町が設置

するものであること、第２章では合併処理浄化槽の対象となる区域は本町の区域から下水道事

業計画に定められた予定処理区域を除いた区域であること、第３章では合併処理浄化槽の設置

の決定を受け、同浄化槽を設置されたときは遅滞なく排水設備を設置し、汚水を当該合併処理

浄化槽に排除しなければならないこと、第４章では合併処理浄化槽１基当たり受益者から徴収

する分担金の額を定めていること、第５章では合併処理浄化槽の使用開始に当たって１基当た

りの使用料の額を月額で定めていること、第６章では既設浄化槽の帰属について、第７章では

使用者等の変更届け出や合併処理浄化槽を損傷した場合の損害賠償について、第８章では虚偽

の申請や届け出を行った者、また分担金や使用料について不正を働きその徴収を免れた者に対

する罰則を定めたほか、必要な条項を定めたものであります。 

 よろしく御審議の上、御承認賜りますようにお願いを申し上げまして、提案理由の説明とさ

せていただきます。 

○議長（米木正二君）  説明が終わりました。 

 これより質疑を行います。質疑ございませんか。２番千葉清喜君。 

○２番（千葉清喜君）  ３点お伺いします。 

 条例の関係で25ページで、第11条にかかわって、排水設備の工事の実施に当たっては町の指

定業者ということで、資格を持った業者が当たるわけなんですが、この場合、工事からいって

町が主体ということになるんですが、たまたま町政懇談会のときにもいろいろ質問が出た関係

もありますが、たまたま設備は町でやるというふうになっても、そこまでつなぐ排水管等の工

事は個人的にやらなければならないというふうになると、個人の方が業者を選定するというこ
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とと、その業者間の連携がうまくいくかなという問題も発生してくるということなので、逆に

言うと、自分のところの浄化槽の設置について設置する人、その家庭から逆にこの業者の方を

お願いしたいということができるのかどうか。あくまでもそれができなければ、町で入札とい

う形で、その家の浄化槽設置についてはどこどこ業者さんが入札でとるという形の固定したも

のになるのか。まず、そこをお伺いしたいというふうに思います。 

 それから、19条にかかわる使用料の関係からお伺いします。実際、公共下水道の場合です

と、単純に水道の使用量の料金によってある程度決まってくるわけなんですが、今回の合併浄

化槽による使用料については５人槽で 3,200円ということで、単純に計算しましてもちょっと

高いのかなというふうにも思うわけなんです。その点で、５人槽で 3,200円等の金額が条例化

されておりますが、この使用料の基準がどういう形で決まったのか。まず、そこをお伺いした

いというふうに思います。 

 それから、第３点目ですね。28ページのところに使用料の減免というのがうたってありま

す。22条。「公益上その他特別な事情」ということで、ここに該当するとなれば、どんな事情

が考えられるのか。一面、町の施設等における下水処理においても、これらの合併浄化槽の設

置も必要になってくる箇所もあると思いますし、それから、それ以外の個々の行政区における

集会所施設においても、やはり公共の施設としては合併浄化槽の設置も行政区単位で設置を考

えているところもあると思うんですが、その場合における使用料も減免の対象になるのかどう

か、町としてはどう考えているのか。その３点についてお伺いします。 

○議長（米木正二君）  上下水道課長。 

○上下水道課長（二瓶  悟君）  第１番目の配管工事ですか、それは、その家庭の方で合併浄化 

槽を設置する場合、うちの方で測量設計します。それを設計いたしまして、うちの方では本体

工事は入札で決めますけれども、そのあたりの配管については、町の指定業者がありますけれ

ども、その指定業者と家庭と御相談しながらそういうのを決めていきたいと、そう思っており

ます。業者間も、その家庭で、こういう業者がおりますから、この業者でよいですかと御相談

しながらやっていきたいなと考えております。 

 それから、算定基準なんですけれども、一応普通の特環浄化槽では月平均約６トンを使う予

定でございます、１軒が。そうすると、５人で30トンですね。そうすると、水道料に換算する

と約 5,500円か 6,000円になります。そういうことで算定して、それで浄化槽が約４万 5,000

円から５万円。業者に払う年間の額が５万円ぐらいですね。それで、５人槽では３万 8,400

円。それから、７人槽は４万 4,400円で設定しております。ということは、約70～80％で、あ
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の浄化槽は普通特環下水道より安く設定しております。 

 それから最後に、減免の対象は、一応今減免を考えているのは、今まで設置されている浄化

槽があります。それは減免したいなと考えております。平成15年、16年で設置したところは免

除します。あとは、その免除というのは、要するに町長が定めて免除しますから、町長と御相

談しながらやりたいなと考えております。以上です。（「集会所」の声あり） 

 集会所は、いろいろ今問題になっていますけれども、町の所有の場合、そういう場合は、減

免というのは、やはり管理者が減免するものですから、どういうものをするか、それを考えな

がら管理者と御相談してやりたいなと考えております。 

○議長（米木正二君）  ２番。 

○２番（千葉清喜君）  先ほどちょっと私の質問が悪かったのかと思います。最初の第１点目は 

、浄化槽設置の業者そのものですね。基本的には町が業者選定と。それで、入札して決めると

いうのが基本になるということでの確認をしたいというふうに思います。 

 それから、使用料の関係。実際、先ほど課長が話しました１カ月６トンぐらい１人使うとい

うことなんですけれども、改めてそんなに使っているのかなという、これは数字的なものもあ

るんでしょうけれども、全国的な平均とか。そういう数字上ではそうなるかもしれませんが、

現実にはそんなに１カ月１人当たり使わないんじゃないかというふうに思うんで、ちょっと高

いんじゃないかなという質問をしたわけなんです。この点は、使用料は使用料としての問題点

で、もう少し安くならないかどうか再度お伺いをしたいというふうに思います。 

 それから、３点目の使用料の減免の関係。最初の課長の答弁で、特別の理由ということで、1

5年、16年に個人的に設置した業者のところにおけるお話がされましたが、これは使用料だけ減

免ということを一時的に考えるという、その趣旨のお話なのかどうか。その点だけは再度確認

をしたいというふうに思います。 

○議長（米木正二君）  上下水道課長。 

○上下水道課長（二瓶  悟君）  最初の件なんですけれども、６トンは使わないんじゃないかと 

いうことで、試算したというのは、今、一応５人槽で契約額が約５万 1,696円でやっておりま

す。それの12カ月。それで、維持管理費が約 4,308円改めて 4,300円でございます。それで、

普通浄化槽の場合は電気料は使いませんね。それで、合併浄化槽の場合は電気を使います、ブ

ロアなどを使いますから。それで 1,100円マイナスしております、１カ月分。それで、月額使

用料が約 3,200円ですか。そういう計算のもとでやっております。ですから、電気料も何もか

かりませんから、合併浄化槽はかえって安いのかなと考えております。よろしくお願いしたい



-119- 

と思います。 

 それからもう一つ、要するに使用料の方ばかり減免するのかと。それは違います。分担金

も、今まで設置した場合によって分担金を一切取りません。そういうことでやりますので、御

協力をお願いしたいと思います。以上でございます。 

○議長（米木正二君）  その他ございませんか。30番佐藤澄男君。 

○30番（佐藤澄男君）  大体概略が見えてきたような感じはするんでありますけれども、15年、 

16年の設置者を対象に減免対象を考えるということでありますけれども、大体何人ぐらい、何

戸ぐらいおられるものかお伺いをしておきたいと思いますし、また、23条にあります既設浄化

槽を所有する者で希望する者というようなことがあるんでありますけれども、設置料といいま

すか、それに対する経過措置における町としての減免というか、そういう考え方があるのかど

うか。 

 また、この間の全協の説明でいいますと、当該区域における説明会をするというような話が

あったんですけれども、それはいつごろやられるものかお伺いをしておきたいと思います。 

○議長（米木正二君）  上下水道課長。 

○上下水道課長（二瓶  悟君）  今現在、合併浄化槽をやっているところが約31件あります。31 

件の中には二、三件は工場とかそれがありますから、それでも31件でございます。 

 それから、今から各部落にいろいろと話し合いをするのかということですけれども、この条

例が終わってから各区長さん方とお話ししながら、いつするか、そういう区長さん方とお話し

しながら部落座談会などを３月にはしたいなと考えております。以上でございます。 

○議長（米木正二君）  そのほかございませんか。（「なし」の声あり）質疑なしと認めます。 

これにて質疑を終結いたします。 

 これより討論を行います。討論ございませんか。（「なし」の声あり）討論なしと認めま

す。これにて討論を終結いたします。 

 これより議案第３号加美町浄化槽事業条例の制定についての採決を行います。 

 お諮りいたします。本件は原案のとおり決することに御異議ございませんか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（米木正二君）  御異議なしと認めます。よって、議案第３号加美町浄化槽事業条例の制 

定については、原案のとおり可決することに決定いたしました。 

 

    日程第９  議案第４号  加美町浄化槽事業特別会計条例の制定について 
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○議長（米木正二君）  日程第９、議案第４号加美町浄化槽事業特別会計条例の制定についてを 

議題といたします。 

 本件について提案理由の説明を求めます。町長。 

○町長（星  明朗君）  議案第４号加美町浄化槽事業特別会計条例の制定について説明申し上げ 

ます。 

 本案件は、前議案において御承認をいただきました加美町浄化槽事業条例について、その実

施に当たり事業の円滑な運営と経理の適正を図るため特別会計を設置するもので、本会計の歳

入は浄化槽事業収入、一般会計繰入金、借入金及び附属諸収入とし、浄化槽の事業費、借入金

の償還金及び利子、一時借入金利子、その他の諸支出をもって歳出とすることなどと定めたも

のであります。 

 よろしく御審議の上、御承認賜りますようにお願いを申し上げまして、提案理由の説明とさ

せていただきます。 

○議長（米木正二君）  説明が終わりました。 

 これより質疑を行います。質疑ございませんか。（「なし」の声あり）質疑なしと認めま

す。これにて質疑を終結いたします。 

 これより討論を行います。討論ございませんか。（「なし」の声あり）討論なしと認めま

す。これにて討論を終結いたします。 

 これより議案第４号加美町浄化槽事業特別会計条例の制定についての採決を行います。 

 お諮りいたします。本件は原案のとおり決することに御異議ございませんか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（米木正二君）  御異議なしと認めます。よって、議案第４号加美町浄化槽事業特別会計 

条例の制定については、原案のとおり可決することに決定いたしました。 

 暫時休憩いたします。２時15分まで休憩いたします。 

    午後２時０１分 休憩 

 

    午後２時１５分 再開 

○議長（米木正二君）  再開いたします。 

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 

    日程第１０ 議案第５号 加美町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正



-121- 

          する条例について 

○議長（米木正二君）  日程第10、議案第５号加美町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一 

部を改正する条例についてを議題といたします。 

 本件について提案理由の説明を求めます。町長。 

○町長（星  明朗君）  議案第５号加美町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正す 

る条例について説明申し上げます。 

 本案件は、昨年７月、人事院において職業生活と家庭生活の両立を支援するため、また、職

員の健康増進や公務能率の向上を目的とした規則の改正を行ったことに伴い、本町においても

同様の改正を行うものであります。 

 その主な内容は、育児や介護を行う職員に対する早出・遅出出勤の制度の新設であり、育児

または介護を行う職員はあらかじめ希望する期間、始業時刻、理由等を明示した請求を任命権

者に行い、任命権者は公務の運営に支障がある場合を除き、早出・遅出勤務をさせることがで

きるという改正であります。 

 よろしく御審議の上、御承認賜りますようにお願いを申し上げまして、提案理由の説明とい

たします。 

○議長（米木正二君）  説明が終わりました。 

 これより質疑を行います。質疑ございませんか。（「なし」の声あり）質疑なしと認めま

す。これにて質疑を終結いたします。 

 これより討論を行います。討論ございませんか。（「なし」の声あり）討論なしと認めま

す。これにて討論を終結いたします。 

 これより議案第５号加美町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例につ

いての採決を行います。 

 お諮りいたします。本件は原案のとおり決することに御異議ございませんか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（米木正二君）  御異議なしと認めます。よって、議案第５号加美町職員の勤務時間、休 

暇等に関する条例の一部を改正する条例については、原案のとおり可決することに決定いたし

ました。 

 

    日程第１１  議案第６号  加美町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に 

                   関する条例の一部を改正する条例について 
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○議長（米木正二君）  日程第11、議案第６号加美町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費 

用弁償に関する条例の一部を改正する条例についてを議題といたします。 

 本件について提案理由の説明を求めます。町長。 

○町長（星  明朗君）  議案第６号加美町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関 

する条例の一部を改正する条例について説明申し上げます。 

 本案件は、加美郡介護認定審査会設立当初において、委員の審査件数は１回につき35件を限

度として行ってまいりましたが、被保険者数の増加とともに申請者数が年々増加し、現在、１

回の審議会に当たり県内で３番目に多い40件を超す状況にあり、今後も45件から50件程度にま

で増加するものと見込まれております。しかし、審査会委員報酬は県内で２番目に低い報酬と

なっていることから、今回、介護認定審査会委員報酬を現行の日額「１万 1,700円」から「１

万 3,000円」に改めるものであります。 

 よろしく御審議の上、御承認賜りますようにお願いを申し上げまして、提案理由の説明とさ

せていただきます。 

○議長（米木正二君）  説明が終わりました。 

 これより質疑を行います。質疑ございませんか。（「なし」の声あり）質疑なしと認めま

す。これにて質疑を終結いたします。 

 これより討論を行います。討論ございませんか。（「なし」の声あり）討論なしと認めま

す。これにて討論を終結いたします。 

 これより議案第６号加美町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の

一部を改正する条例についての採決を行います。 

 お諮りいたします。本件は原案のとおり決することに御異議ございませんか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（米木正二君）  御異議なしと認めます。よって、議案第６号加美町特別職の職員で非常 

勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例については、原案のとおり可

決することに決定いたしました。 

 

    日程第１２  議案第７号  加美町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例につ 

                   いて 

○議長（米木正二君）  日程第12、議案第７号加美町職員の給与に関する条例の一部を改正する 

条例についてを議題といたします。 
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  本件について提案理由の説明を求めます。町長。 

○町長（星  明朗君）  議案第７号加美町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例につい 

て説明申し上げます。 

 本案件は、昨年６月18日、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律が

制定され、地方自治法第 204条の給料、手当及び旅費の一部改正が行われたことに伴い、本町

においても同様の改正を行うものであります。 

 その内容は、現行の「災害派遣手当」の下に「（武力攻撃災害等派遣手当を含む）」を加え

る改正で、これにより武力攻撃等災害により災害応急対策または災害復旧のため、国または他

の地方公共団体から派遣された職員が住所または住居を離れて町の区域に滞在する場合、災害

派遣手当として１日につき 6,620円を超えない範囲で支給するというものであります。 

  よろしく御審議の上、御承認賜りますようにお願いを申し上げ、提案理由の説明とさせてい

ただきます。 

○議長（米木正二君）  説明が終わりました。 

 これより質疑を行います。質疑ございませんか。（「なし」の声あり）質疑なしと認めま

す。これにて質疑を終結いたします。 

 これより討論を行います。討論ございませんか。（「なし」の声あり）討論なしと認めま

す。これにて討論を終結いたします。 

 これより議案第７号加美町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例についての採決を

行います。 

 お諮りいたします。本件は原案のとおり決することに御異議ございませんか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（米木正二君）  御異議なしと認めます。よって、議案第７号加美町職員の給与に関する 

条例の一部を改正する条例については、原案のとおり可決することに決定いたしました。 

 

    日程第１３  議案第８号  加美町税条例の一部を改正する条例について 

○議長（米木正二君）  日程第13、議案第８号加美町税条例の一部を改正する条例についてを議 

題といたします。 

  本件について提案理由の説明を求めます。町長。 

○町長（星  明朗君）  議案第８号加美町税条例の一部を改正する条例についての説明を申し上 

げます。 
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 本案件は、不動産登記法の全面改正により、「土地登記簿及び建物登記」が「登記簿等」に

改められ、これに伴い不動産登記法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律が平成17年３月

７日から施行されることから、加美町税条例においても同様の改正を行うことと、入湯税の税

率について、合併時に標準税率 150円に統一いたしましたが、自炊及び休憩入浴客については7

0円とする税改正で、これは鳴子町と同様とするものであります。 

  よろしく御審議の上、御承認賜りますようにお願いを申し上げまして、提案理由の説明とさ

せていただきます。 

○議長（米木正二君）  説明が終わりました。 

 これより質疑を行います。質疑ございませんか。25番新田博志君。 

○25番（新田博志君）  これ改正点の話ではないんでまことに恐縮なんですが、入湯税の税率の 

ところなんですが、「その他１人１日について 150円とする」となってしまうと、１泊２日で 

300円になっちゃいますよね。１泊当たり 150円ということではないでしょうかね。改正点はこ

っちではないと思うんですけれども、文言がちょっと気になるなと思ってお尋ねするんです

が、どうでしょうか。 

○議長（米木正二君）  税務課長。 

○税務課長（伊藤  東君）  お答えいたします。 

 議員さんおっしゃるとおり、１泊 150円でございます。これは、旧宮崎町の条例、今現在の

鳴子町の条例と同じ条文でございますので、このような条文となっております。以上です。 

○議長（米木正二君）  25番。 

○25番（新田博志君）  だから、それはわかるんですけれども、実際は１泊 150円だというのは 

わかるんですけれども、この条文を見ると１日について 150円となっていますよね。１日につ

いて 150円となってくると、１泊２日で 300円になっちゃわないのかなというような疑問があ

りますという話なんです。文言の話なんですけれども、いかがでしょうか。 

○議長（米木正二君）  税務課長。 

○税務課長（伊藤  東君）  今までもこのような感じで、泊まった人は１泊２日で 150円、ゆ～ 

らんどでもやっておりますので、このような条例で今までどの条例もこのような条文になって

おりますので、これでやらせていただきたいと思っております。 

○議長（米木正二君）  その他ございませんか。（「なし」の声あり）質疑なしと認めます。こ 

れにて質疑を終結いたします。 

 これより討論を行います。討論ございませんか。（「なし」の声あり）討論なしと認めま
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す。これにて討論を終結いたします。 

 これより議案第８号加美町税条例の一部を改正する条例についての採決を行います。 

 お諮りいたします。本件は原案のとおり決することに御異議ございませんか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（米木正二君）  御異議なしと認めます。よって、議案第８号加美町税条例の一部を改正 

する条例については、原案のとおり可決することに決定いたしました。 

 

    日程第１４  議案第９号  加美町工業用地等造成事業特別会計条例の一部を改正する 

                   条例について 

○議長（米木正二君）  日程第14、議案第９号加美町工業用地等造成事業特別会計条例の一部を 

改正する条例についてを議題といたします。 

  本件について提案理由の説明を求めます。町長。 

○町長（星  明朗君）  議案第９号加美町工業用地等造成事業特別会計条例の一部を改正する条 

例について説明を申し上げます。 

 本案件は、これまで加美町工業用地等造成事業は、財産売払収入をその財源として事業を行

ってまいりましたが、用地の売買が行われない年度は歳入が発生せず、その結果、事業を進め

られない年度も生ずることから、一般財源からの繰り出しを可能とすることによって工業用地

等造成事業の円滑な推進を図るものでございます。 

 よろしく御審議の上、御承認賜りますようにお願いを申し上げまして、提案理由の説明とさ

せていただきます。 

○議長（米木正二君）  説明が終わりました。 

 これより質疑を行います。質疑ございませんか。２番千葉清喜君。 

○２番（千葉清喜君）  今、町長の提案説明で、財産の売り払いがなかった年度における円滑な 

事業運営ということで、今回、新たに一般会計からの繰り入れもということでの条文を入れた

いというふうになるわけなんですが、新しい加美町になって２年ならんとしているんですが、

これは旧中新田町時代からあった会計を含めてですが、条例の方については15年４月１日とい

うことで、その前の条例が私の手元にないんですが、これまでそういう売り払いのない年度が

あったのかどうか。そのときの措置はどういうふうにされたかという点を含めて、今回、後で

補正予算で 400万円計上されるわけなんですが、今回 400万円の一般財源を入れる一つの大き

な要因ですね、この点を再度お伺いしたいというふうに思います。 
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○議長（米木正二君）  商工観光課長。 

○商工観光課長（古内公雄君）  先ほど提案理由の説明の中にもありましたが、実際、現在の東 

北タカノフーズに土地を売買して以来、雁原地区では売買実例がございません。そういう中

で、土地の売り払い代金、それから、売り払い代金の中から土地開発公社にお金を返すわけで

すけれども、それらの差額でこの会計が運用されてきたというような経緯がございます。それ

で、いろんなタカノフーズなりそういうような企業が進出するに当たり、今の雁原地区でも不

備な点が多々ございます。そういうものの条件整備等も踏まえてこの特別会計の中でやってい

るわけですけれども、どうしても原資が足りなくなってきていると。いわゆる繰り越し、繰り

越しで来ていますから、その残預金が、そういう中での繰り越しで来ている金が、昨今のこう

いう経済情勢の中で企業進出がかなり難しいという状況の中で、どうしてもそのお金が底をつ

いているような現状の中で条件整備すらできなくなっている実情で、今回の一般会計からの繰

入金という、そういうような提案を申し上げたわけです。よろしくお願いします。 

○議長（米木正二君）  ２番。 

○２番（千葉清喜君）  今の現状ということでの条件整備、これは理解できます。しかし、これ 

が現状の状況からもっと悪い方向というか、考え方では土地の値段の問題、それから、なかな

かこれからある土地がずっと売れなければ、毎年、会計を維持する上での経費がどんどん積み

重なっていくという状況にも考えられるんですが、その点でも早く工業団地の完売が必要なん

ですが、そうすると、基本的には毎年そういう状況が続いた場合は、やっぱり一般会計からど

うしても全額というか、必要な分は多くなっていくということになるんですが、やっぱりそれ

しか道がないのか。その他の方向が考えられないのか再度お伺いしたいと思います。 

○議長（米木正二君）  商工観光課長。 

○商工観光課長（古内公雄君）  御指摘のとおりでございますが、現在の状況を申し上げますと 

、今、雁原地区で５カ所の残地が生じているわけですけれども、いずれ方向的には、17年度の

そう遅くない時期に１区画に進出したいというような企業の申し入れが内々ではあります。そ

ういうことになれば、先ほどお話ししましたとおり、売り払い代金あるいは返還金、そういう

ような相殺の中で、また16年度補正前の姿に戻っていくのかなというような思いをしてござい

ます。 

○議長（米木正二君）  ２番。 

○２番（千葉清喜君）  それでは、今回、一般会計からの繰り入れをするというふうになりまし 

て会計を維持するわけですけれども、将来的にこの土地が完売しまして、会計もプラスという
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場合における、今度は繰り出しですね。こういう考え方というのが出てくるのかどうか、その

点だけお伺いしたいというふうに思います。 

○議長（米木正二君）  商工観光課長。 

○商工観光課長（古内公雄君）  先ほどお話ししましたとおり、５カ所の土地が、残地があるわ 

けですけれども、そういう姿で、ただ、昨今の経済状況の中で当初設定した金額が、売買金額

が果たしてその世相に合うのかどうかも含めて、将来的な問題が発生するのかなというような

思いです。もし現況のままいくんであれば、千葉議員御指摘のとおりの姿にどうしてもならざ

るを得ないというような方向づけはされると思います。 

○議長（米木正二君）  17番近藤義次君。 

○17番（近藤義次君）  やっぱり買った値段が高いわけですから、当然一般会計からも補てんし 

ないと、これはできない状況になっていると思うんです。やっぱり雇用の拡大にも少し金を使

っていただかないと、そして工場誘致をしていただかないと、金がないからと何もしないんで

は工場が来なくなる。やっぱり何千万円かけても、これはやらなければならない問題ですの

で、ぜひこのとおりやっていただきたいと思います。 

○議長（米木正二君）  答弁は要らないですか。（「はい」の声あり） 

 そのほかございませんか。（「なし」の声あり）質疑なしと認めます。これにて質疑を終結

いたします。 

 これより討論を行います。討論ございませんか。（「なし」の声あり）討論なしと認めま

す。これにて討論を終結いたします。 

 これより議案第９号加美町工業用地等造成事業特別会計条例の一部を改正する条例について

の採決を行います。 

 お諮りいたします。本件は原案のとおり決することに御異議ございませんか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（米木正二君）  御異議なしと認めます。よって、議案第９号加美町工業用地等造成事業 

特別会計条例の一部を改正する条例については、原案のとおり可決することに決定いたしまし

た。 

 

    日程第１５  議案第１０号 加美町集会所条例の一部を改正する条例について 

○議長（米木正二君）  日程第15、議案第10号加美町集会所条例の一部を改正する条例について 

を議題といたします。 
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 本件について提案理由の説明を求めます。町長。 

○町長（星  明朗君）  議案第10号加美町集会所条例の一部を改正する条例について説明を申し 

上げます。 

 本案件は、昨年12月定例議会で御承認をいただきました指定管理者制度につきまして、指定

管理者が集会所を利用する者から利用料金を徴収することができるようにする条例改正であり

ます。 

 料金は１回当たり２万円の範囲内とし、具体的な利用料金につきましては、指定管理者が町

と協議をして決定することになります。 

 なお、本議会に議案第16号から19号まで指定管理者の指定の承認をいただくための議案の提

出を予定しておりますので、よろしく御審議の上、御承認賜りますようにお願いを申し上げま

して、提案理由の説明とさせていただきます。 

○議長（米木正二君）  説明が終わりました。 

 これより質疑を行います。質疑ございませんか。（「なし」の声あり）質疑なしと認めま

す。これにて質疑を終結いたします。 

 これより討論を行います。討論ございませんか。（「なし」の声あり）討論なしと認めま

す。これにて討論を終結いたします。 

 これより議案第10号加美町集会所条例の一部を改正する条例についての採決を行います。 

 お諮りいたします。本件は原案のとおり決することに御異議ございませんか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（米木正二君）  御異議なしと認めます。よって、議案第10号加美町集会所条例の一部を 

改正する条例については、原案のとおり可決することに決定いたしました。 

 

    日程第１６  議案第１１号  加美町老人憩いの家条例の一部を改正する条例について 

○議長（米木正二君）  日程第16、議案第11号加美町老人憩いの家条例の一部を改正する条例に 

ついてを議題といたします。 

  本件について提案理由の説明を求めます。町長。 

○町長（星  明朗君）  議案第11号加美町老人憩いの家条例の一部を改正する条例について説明 

申し上げます。 

 本案件は、前議案同様、12月定例議会で御承認をいただきました指定管理者制度につきまし

て、指定管理者が老人憩いの家を利用する者から利用料金を徴収することができるようにする



-129- 

条例改正であります。 

  料金は、議案第10号と同様、１回当たり２万円の範囲内とするものであります。 

  よろしく御審議の上、御承認賜りますようにお願いを申し上げまして、提案理由の説明とさ

せていただきます。 

○議長（米木正二君）  説明が終わりました。 

 これより質疑を行います。13番板垣敬志君。 

○13番（板垣敬志君）  １回当たり２万円の使用料のことについてお尋ねしたいと思うんですけ 

れども、２万円の範囲内ということですけれども、私の地区の方にもあるわけです、憩いの

家。相当な負担になるわけですね、その部落では。それ以外はいいんだけれども、こういうふ

うに明記されると相当な負担になるわけさ。今、田川行政区では大体70歳以上の方々が使用す

る場合には、区長が指定管理者になるかどうかわかりませんけれども、現在のところでは会計

の方は要らないと。ただで使用してよろしいというふうなことで区長の方から自治会の席でお

話があったんですけれども、その辺のことはどうするんですか。 

○議長（米木正二君）  町長。 

○町長（星  明朗君）  前議案の提案理由でも説明申し上げましたけれども、２万円というのは 

まず上限でございまして、いろんな使い方がされる場合に上限を決めておかないと、なかなか

対応できない部分があるということで２万円と設定をしたのだということであります。 

 そして、指定管理者が町と協議をして、いわゆる管理をする指定管理者が町と協議をして利

用料金を設定するということでありますから、今度、老人憩いの家もそういう制度になるわけ

でありまして、指定管理者がどうしても２万円でないとだめだと言われたときには、町がそれ

相応の御指導を申し上げるということになりますので、現行どおりということに多分なるのだ

と思いますけれども、理屈ではそういうことだということであろうと思います。 

○議長（米木正二君）  13番。 

○13番（板垣敬志君）  上限が２万円。そうすると、下限は幾らとあると思うんですよ。上限が 

あれば下限があるはずですから。その辺の減免措置があるならあるように、ちゃんと条例の中

に入れておかないといけないわけなんじゃないですか。そう思うんですけれども、どうですか

ね、これ。 

○議長（米木正二君）  町長。 

○町長（星  明朗君）  今回の条例改正は、町の所有については町が利用料を徴収するというこ 

とができるわけですが、町以外の指定管理者が料金徴収できるという、することができるとい
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う条例改正でありますから、従来の減免措置等々についてはそのまま生きるんだろうというふ

うに考えております。町の管理条例の中ということですね、と思います。 

○議長（米木正二君）  28番坂本せんさん。 

○28番（坂本せん君）  当該地区の議員も戸惑うようでございますけれども、指定管理者の場合 

に私申し上げましたけれども、こういう施設は、中新田地区においては補助金をいただいたの

を部落に使用させているところのものだと思うんですが、それは補助金のこれでいいんだとい

う年限があって、そこの地区に払い下げなり移管するのにはまだまだ時間がかかるものでしょ

うか。小野田地区においては集会所全部、各地区の行政区でおのおの保険も皆お支払いし、修

理代も全部お支払いしているものですから、ここは２万円以下というのは、その地区の使い方

によって減免して、今までどおり使えばそれで結構なんですけれども、その辺、補助金の年限

の制約があってこういうふうに移管できないものか。あとずっとこのままで持っていくもの

か、その辺をお伺いします。 

○議長（米木正二君）  総務課長。 

○総務課長（森田善孝君）  補助期間ですけれども、一般的に建設、農林等でいろいろな部分の 

補助は事業完了後８年ということがありますけれども、建物等につきましては20年から25年、

あるいはコンクリートでしたら、昔は 100年ということがありましたけれども、今ですと30年

から50年ぐらいです。ですから、中新田地区で建てた憩いの家につきましては、まだ20年経過

しておりませんので、地元に払い下げということはまだ不可能と思いますし、地元から払い下

げの申請がなければ当分の間は町の所在の中で併用した形で、憩いの家イコール使い方は集会

所というような形で運営がなされていくものと判断いたします。 

○議長（米木正二君）  そのほかございませんか。（「なし」の声あり）質疑なしと認めます。 

これにて質疑を終結いたします。 

 これより討論を行います。討論ございませんか。（「なし」の声あり）討論なしと認めま

す。これにて討論を終結いたします。 

 これより議案第11号加美町老人憩いの家条例の一部を改正する条例についての採決を行いま

す。 

 お諮りいたします。本件は原案のとおり決することに御異議ございませんか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（米木正二君）  御異議なしと認めます。よって、議案第11号加美町老人憩いの家条例の 

一部を改正する条例については、原案のとおり可決することに決定いたしました。 
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    日程第１７  議案第１２号  加美町産業活性化研修施設条例の一部を改正する条例に 

                   ついて 

○議長（米木正二君）  日程第17、議案第12号加美町産業活性化研修施設条例の一部を改正する 

条例についてを議題といたします。 

 本件について提案理由の説明を求めます。町長。 

○町長（星  明朗君）  議案第12号加美町産業活性化研修施設条例の一部を改正する条例につい 

て説明を申し上げます。 

 本案件は、議案第10号及び11号同様、12月定例議会におきまして御承認をいただきました指

定管理者制度につきまして、指定管理者が産業活性化研修施設を利用する者から利用料金を徴

収することができるようにする条例改正であります。 

 料金は、前２議案と同様、１回当たり２万円の範囲内とするものであります。 

 よろしく御審議の上、御承認賜りますようにお願いを申し上げまして、提案理由の説明とさ

せていただきます。 

○議長（米木正二君）  説明が終わりました。 

 これより質疑を行います。質疑ございませんか。（「なし」の声あり）質疑なしと認めま

す。これにて質疑を終結いたします。 

 これより討論を行います。討論ございませんか。（「なし」の声あり）討論なしと認めま

す。これにて討論を終結いたします。 

 これより議案第12号加美町産業活性化研修施設条例の一部を改正する条例についての採決を

行います。 

 お諮りいたします。本件は原案のとおり決することに御異議ございませんか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（米木正二君）  御異議なしと認めます。よって、議案第12号加美町産業活性化研修施設 

条例の一部を改正する条例については、原案のとおり可決することに決定いたしました。 

 

    日程第１８  議案第１３号  加美町基本構想の策定について 

○議長（米木正二君）  日程第18、議案第13号加美町基本構想の策定についてを議題といたしま 

す。 

 本件について提案理由の説明を求めます。町長。 
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○町長（星  明朗君）  議案第13号加美町基本構想の策定について説明申し上げます。 

 本案件は、平成15年に誕生した加美町が、行財政基盤の強化を進めながら、それぞれの地域

の豊かな資源や歴史、文化を受け継ぎ、均衡あるまちづくりを進めていくため、平成17年度を

初年度とし、平成26年度を目標年次として基本構想を策定するため、地方自治法第２条第４項

の規定に基づき議会の議決を求めるものであります。 

 具体的には、新町建設計画を基本とし、時代背景や本町を取り巻く基本的課題を認識した上

で町の将来像を描き、その実現のために自治と協働の確立に努めながら６項目にわたる施策の 

大綱を柱に掲げ、さらに、まちづくりの戦略プロジェクトを設定した基本構想としております。 

  よろしく御審議の上、御承認賜りますようにお願いを申し上げまして、提案理由の説明とさ

せていただきます。 

○議長（米木正二君）  説明が終わりました。 

 これより質疑を行います。質疑ございませんか。（「なし」の声あり）質疑なしと認めま

す。これにて質疑を終結いたします。 

 これより討論を行います。討論ございませんか。（「なし」の声あり）討論なしと認めま

す。これにて討論を終結いたします。 

 これより議案第13号加美町基本構想の策定についての採決を行います。 

 お諮りいたします。本件は原案のとおり決することに御異議ございませんか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（米木正二君）  御異議なしと認めます。よって、議案第13号加美町基本構想の策定につ 

いては、原案のとおり可決することに決定いたしました。 

 

    日程第１９  議案第１４号  加美町国土利用計画の策定について 

○議長（米木正二君）  日程第19、議案第14号加美町国土利用計画の策定についてを議題といた 

します。 

 本件について提案理由の説明を求めます。町長。 

○町長（星  明朗君）  議案第14号加美町国土利用計画の策定について説明申し上げます。 

 本案件は、国土利用計画法第８条第１項の規定に基づき、加美町の区域における国土利用に

関する必要な事項について、加美町基本構想に即し、第４次宮城県国土利用計画を基本とし

て、基準年次を平成12年、目標年次を平成26年として策定したものであります。 

 具体的には、町土利用の基本方向を示すとともに、利用目的に応じた区分ごとの規模の目標 


